
 

 

令和７年度 石川県国土利用計画審議会 次第 
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 ３ 議   事 

(1) 石川県土地利用基本計画の変更(案)について 

(2) 森林地域の縮小案件に係る会長専決及び情報提供(報告)について 

(3) 石川県国土利用計画審議会運営要領の改正について 
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石川県土地利用基本計画の変更について（案)

令和８年３月

石　　　川　　　県

資料①



別紙様式
変更内容説明書
１　五地域区分の変更概要
　(１)総括表

面積(ha) 割合(％) 拡大面積(ha) 縮小面積(ha) 差引面積(ha) 面積(ha) 割合(％)
(①) （①／県土面積) （②) (③) （④：②－③) (⑤：①＋④) （⑥:⑤／県土面積)

五地域計　　　
(ｆ：ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ)

注１：県土面積は、令和7年7月1日現在の国土地理院公表の県土面積である。
注２：五地域区分の面積は、土地利用基本計画上で計測したものである。

4,102.0 1.0

県土面積 419,094.0 100.0 419,094.0 100.0

白地地域 4,102.0 1.0 0.0

1,058.0 0.3

673,524.1 160.7 6.1 9.6 -3.5 673,520.6 160.7

自然保全地域(ｅ) 1,058.0 0.3 0.0

294,638.5 70.4

自然公園地域（ｄ) 52,564.0 12.6 0.0 52,564.0 12.6

森林地域(ｃ) 294,648.1 70.4 9.6 -9.6

104,097.1 24.9

農業地域(ｂ) 221,163.0 52.8 0.0 221,163.0 52.8

五地域区分
現行計画の面積 変更する面積 変更後の計画面積

都市地域(ａ) 104,091.0 24.9 6.1 6.1
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名称 面積 名称 面積 地目 面積

その他 6.1

都 6.9 調整 6.9 道路 6.9

農 6.9 農用 0.7

農 0.2 道路 2.7

6.1 9.6

6.9
他用途転用により現況が森林でなくな
り、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（道路を新設）

1

公有水面埋立により生じた土地であり、
現行の都市地域と一体の土地として総
合的に開発・整備・保存する必要がある
ため。（臨港地区に指定することで、適正
な港湾の管理運営を図る）

昭和47年都市計画区
域となる地域として、都
市計画決定済み

＜都市計画法＞
・昭和47年都市計画決定の際、関係機関と調
整済み
・七尾市と用途地域指定の協議中
・竣工認可：令和8年3月予定

地域森林計画の変更
（令和7年度）

地域森林計画変更に係る林野庁との協議済
（R8.1）

林地開発連絡調整協議
了承年月日：H18.5.25
完了確認年月日：R6.11.5

2

金沢森林地域

〔下谷
しもだに

地区〕

金沢市
下谷町

七尾都市地域

〔大田
おおた

地区〕

七尾市
大田町

6.1

(２)　変更地域別概要

変更する面積 変更部分の重複状況（ｈａ） 変更部分の
地目現況

（ha）白地地
域の増

減

個別規制法の調整状況拡大
面積
(ha）

縮小
面積
(ha）

他地域と
の重複

細区分の
指定状況

整
理
番
号

変更地域名
関係

市町名

変更を必要とする理由
（地域設定に伴う土地利用

に関する基本的事項）

関連する
個別規制法

の措置
（予定）

津幡町
竹橋

2.7
他用途転用により現況が森林でなくな
り、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（道路を新設）

地域森林計画の変更
（令和7年度）

地域森林計画変更に係る林野庁との協議済
（R8.1）

林地開発連絡調整協議
了承年月日：H30.4.25
完了確認年月日：R7.1.8

3

津幡森林地域

〔竹橋
たけのはし

地区〕

合　　　　　　　計
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２　計画図（変更区域・変更位置図)

　　　 別紙のとおり

３　計画書

　　 　変更なし

　(5) 国との調整スケジュールに係る要望（国からの回答期限に係る希望・理由（任意））
　

※運用指針.17に記載のとおり、事前調整を行った場合は、国交省が関係省庁との調整を開始してからおよそ３～４
週間、事前調整を行っていない場合は、関係省庁との調整を開始してからおよそ６週間程度で回答することを想定。

特になし

主な意見等（意見聴取済の場合）

機関名 調整状況

庁内関係課へ意見照会 済

金沢市、七尾市、津幡町 済

　(1)　県庁内での調整（任意）

主な意見等

特になし

４　市町・国土審議会への意見聴取等の結果

　(2)　市町(国土利用計画法第９条第１２項関連)

市町村名 調整状況 主な意見等

　(3)　国土利用計画法第３８条の規定に基づく合議制の機関(国土利用計画法第９条第１０項関連)

機関名 調整状況

石川県国土利用計画審議会 3月5日開催

　(4)　国土交通省等との事前調整

機関名 調整状況 主な意見等（調整済の場合）

国土交通省、関係省庁 済 特になし
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石川県土地利用基本計画変更（案）
補足説明資料

整理番号 地 域  頁

１ 七尾都市地域（大田地区） －－－－－－－ １
２ 金沢森林地域（下谷地区） －－－－－－－ ５
３ 津幡森林地域（竹橋地区） －－－－－－－ ８

資料②



変更地域名 七尾都市地域

位置（地区） 七尾市（大田地区）

事業の概要

公有水面埋立地造成完了に伴う供用開始
・今回拡大部分 6.1ha
ふ頭用地（野積場）

・全体 210.3ha（七尾港臨港地区全体面積）
岸壁、野積場、荷さばき地、等

変更内容（ha） 都市地域の拡大 6.1ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 －

細区分の指定状況 －

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 その他6.1ha

変更を必要とする理由
公有水面埋立により生じた土地であり、現行の都市地域と一体の都市として
総合的に開発・整備・保全する必要があるため。（臨港地区に指定すること
で、適正な港湾の管理運営を図る）

関連する個別規制法の措置（予定） 昭和47年都市計画区域となる地域として都市計画決定済み

その他参考事項

公有水面埋立
許可年月日：平成4年12月8日
着手年月日：平成5年2月12日
区域分割許可日：令和6年2月16日
竣工認可年月日：令和8年3月末（予定）
新たに生じた土地の確認：令和8年6月（議決日）（予定）

地域地区の指定
用途地域（工業専用地域）、臨港地区を予定

整理番号１

１



位置図

２



３

矢田新地区

現況臨港地区

指定臨港地区

変更前 変更後

約204.2ha
約210.3ha
（6.1ha追加）

臨港地区追加指定  
6.1ha

七尾港臨港地区指定区域図（案）

○臨港地区の追加指定



４

（参考）上空写真

現状着工前



変更地域名 金沢森林地域

位置（地区） 金沢市（下谷地区）

事業の概要

道路の新設（市道瀬領・下谷線）
・事業区域面積：9.5741h
（うち森林の区域:6.9059ha、うち開発行為に係る森林の区域：6.9059ha)
・事業主体：金沢市
・了承日 ：平成18年5月25日
・事業期間：平成18年5月25日から令和6年10月31日
・完了届受理：令和6年11月5日

変更内容（ha） 森林地域の縮小 6.9ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 都市地域 6.9ha 農業地域 6.9ha

細区分の指定状況 調整区域 6.9ha 農用地域 0.7ha

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 道路 6.9ha

変更を必要とする理由
他用途転用により現況が森林でなくなり、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（林地開発連絡調整協議の了承により、道路を整備）

関連する個別規制法の措置（予定） 加賀地域森林計画の変更（令和７年度）

その他参考事項
施設用地：市道瀬領・下谷線
雨 水：道路排水から既設水路へ
所 在 地：金沢市下谷町チ82番外125筆

整理番号２

５



位置図

６

林地開発連絡調整協議
金沢市
金沢市下谷町
チ８２番 外１２５筆

事業区域



４

１

３

２

：縮小区域

①完成

②完成

④完成

③完成

７



変更地域名 津幡森林地域

位置（地区） 津幡町（竹橋地区）

事業の概要

道路の新設（町道竹橋大坪線）
・事業区域面積：3.5257h
（うち森林の区域:1.2937ha、うち開発行為に係る森林の区域：1.2937ha)
・事業主体：津幡町
・了承日 ：平成30年4月25日
・事業期間：平成30年4月25日から令和2年11月10日
・完了届受理：令和7年1月8日

変更内容（ha） 森林地域の縮小 1.3ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 農業地域 0.2ha

細区分の指定状況 －

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 道路 1.3ha

変更を必要とする理由
他用途転用により現況が森林でなくなり、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（林地開発連絡調整協議の了承により、道路を整備）

関連する個別規制法の措置（予定） 能登地域森林計画の変更（令和７年度）

その他参考事項
施設用地：町道竹橋大坪線
雨 水：道路排水から既設水路へ
所 在 地：河北郡津幡町字竹橋ウ174番外44筆

整理番号３

８



事業区域

位置図

９

林地開発連絡調整協議
津幡町
河北郡津幡町
字竹橋ウ１７４番 外４４筆



１

２

：縮小区域

３

４

④完成

③完成

①完成

１０

着手前

②完成



変 更地 域 の 位 置 図

資料③

土地利用基本計画変更

林地開発許可
（森林地域縮小見込）

凡 例

整理番号 ２

金沢森林地域

（下谷地区）

△ 6.9 ha

【林地開発許可】

整理番号 ４

小松森林地域

（花立地区）

△ 2.7 ha

整理番号 １

七尾都市地域

（大田地区）

6.1 ha

整理番号 ３

津幡森林地域

（竹橋地区）

△ 1.3 ha

会長専決
（森林地域縮小）

【会長専決】

整理番号 １

七尾森林地域

（黒崎地区）

△ 47.3 ha

【会長専決】

整理番号 ２

穴水森林地域

（沖波地区）

△ 72.1 ha

【会長専決】

整理番号 ３

志賀森林地域

（栢木地区）

△ 1.5 ha



森林地域の縮小案件に係る会長専決及び情報提供（報告）
説明資料

整理番号 地 域  頁

（会長専決）
変更地域別概要－－－－－－－－－－－  １

１ 七尾森林地域（黒崎地区）－－－－－－－   ２
２ 穴水森林地域（沖波地区）－－－－－－－   ５
３ 志賀森林地域（栢木地区）－－－－－－－   ８

（情報提供）
４ 小松森林地域（花立地区） －－－－－ －－ １１

 

資料④



変更地域別概要

整理
番号

変更地域名
関係

市町村名

変更する面積 変更部分の重複状況（ｈａ）
変更部分の
地目現況（ha）

変更を必要とする理由
（地域設定に伴う土地利用
に関する基本的事項）

関連する
個別規制法
の措置
（予定）

個別規制法の調整状況拡大
面積
(ha）

縮小
面積
(ha）

他地域と
の重複

細区分の
指定状況

白地地
域の増
減名称 面積 名称 面積 地目 面積

1
七尾森林地域

〔黒崎地区〕

七尾市
黒崎町

47.3

農 47.3農用 8.0 その他 47.3

他用途転用により現況が森林でなくなり、
森林としての利用又は保全を図る必要
がないため。（太陽光発電施設用地を
造成）

地域森林計画の変更
（令和6年度）

地域森林計画変更に係る林野庁との協議
（令和7年1月予定）

林地開発
許可年月日：R元.8.29【R2.3.19国土審報告
済】【R6.12.10国土審会長専決済】
完了確認年月日：R4.3.30

2
穴水森林地域

〔沖波地区〕

穴水町
沖波

72.1

農 72.1農用 5.0 その他 72.1

他用途転用により現況が森林でなくなり、
森林としての利用又は保全を図る必要
がないため。（太陽光発電施設用地を
造成）

地域森林計画の変更
（令和6年度）

地域森林計画変更に係る林野庁との協議
（令和7年1月予定）

林地開発
許可年月日：H26.12.19【H27.2.13国土審報告
済】【R6.12.10国土審会長専決済】
完了確認年月日：R4.6.22

3
志賀森林地域

〔栢木地区〕

志賀町
栢木

1.5

農 1.5農用 1.5 道路 1.5

他用途転用により現況が森林でなくなり、
森林としての利用又は保全を図る必要
がないため。（道路を新設）

地域森林計画の変更
（令和6年度）

地域森林計画変更に係る林野庁との協議
（令和7年1月予定）

林地開発
了承年月日：R元.8.1【R2.3.19国土審報告済】
【R6.12.10国土審会長専決済】
完了確認年月日：R4.11.7

合 計 0 120.9

１



変更地域名 七尾森林地域

位置（地区） 七尾市（黒崎地区）

事業の概要

太陽光発電施設用地の造成
・事業区域面積：121.3ha
（うち森林の区域:119.6ha、うち開発行為に係る森林の区域：47.3ha)
・事業主体：七尾メガソーラー合同会社
・許可日 ：令和元年8月29日
・事業期間：令和元年9月1日から令和4年4月30日
・林地開発の完了確認：令和4年3月30日

変更内容（ha） 森林地域の縮小 47.3ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 農業地域 47.3ha

細区分の指定状況 農用地域 8.0ha

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 その他 47.3ha

変更を必要とする理由
他用途転用により現況が森林でなくなり、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（林地開発許可により、太陽光発電施設用地を造成）

関連する個別規制法の措置（予定） 能登地域森林計画の変更（令和６年度）

その他参考事項
施設用地：太陽光発電施設
雨 水：調整池から水路を経て富山湾へ
所 在 地：七尾市黒崎町アワラ241-1外280筆

整理番号１

２



位置図

３

事業区域

林地開発許可
七尾メガソーラー合同会社
七尾市黒崎町
アワラ２４１－１ 外２８０筆



①着手前

①着手前

②

③ ④

⑤

５

３

４

２

：縮小区域

４



変更地域名 穴水森林地域

位置（地区） 穴水町（沖波地区）

事業の概要

太陽光発電施設用地の造成
・事業区域面積：179.3h
（うち森林の区域:170.1ha、うち開発行為に係る森林の区域：72.1ha)
・事業主体：株式会社ウエストソリューション
・許可日 ：平成26年12月19日
・事業期間：平成26年12月19日から令和4年6月30日
・林地開発の完了確認：令和4年6月22日

変更内容（ha） 森林地域の縮小 72.1ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 農業地域 72.1ha

細区分の指定状況 農用地域 5.0ha

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 その他 72.1ha

変更を必要とする理由
他用途転用により現況が森林でなくなり、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（林地開発許可により、太陽光発電施設用地を造成）

関連する個別規制法の措置（予定） 能登地域森林計画の変更（令和６年度）

その他参考事項
施設用地：太陽光発電施設
雨 水：調整池から水路を経て七尾湾へ
所 在 地：鳳珠郡穴水町字沖波九1番1外121筆

整理番号２

５



位置図

６

事業区域

林地開発許可
株式会社ウエストソリューション
鳳珠郡穴水町
沖波九１番１外１２１筆



①着手前

②完了

２

：縮小区域

７



変更地域名 志賀森林地域

位置（地区） 志賀町（栢木地区）

事業の概要

道路の新設（町道第6089号栢木大福寺線）
・事業面積：3.1ha
(うち森林の区域：1.5ha、うち開発行為に係る森林の区域：1.5ha)
・事業主体：志賀町
・了承日 ：令和元年7月22日
・事業期間：令和元年8月1日から令和4年10月31日
・林地開発の完了確認：令和4年11月7日

変更内容（ha） 森林地域の縮小 1.5ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 農業地域 1.5ha

細区分の指定状況 農用地域 1.5ha

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 道路 1.5ha

変更を必要とする理由
他用途転用により現況が森林でなくなり、森林としての利用又は保全を図る必
要がないため。（林地開発連絡調整協議の了承により、道路を整備）

関連する個別規制法の措置（予定） 能登地域森林計画の変更（令和６年度）

その他参考事項
施設用地：町道第6089号栢木大福寺線
雨 水：道路排水から既設水路へ
所 在 地：羽咋郡志賀町栢木ヨ25番6外27筆

整理番号３

８



位置図

９

事業区域

林地開発連絡調整協議
志賀町
羽咋郡志賀町
栢木ヨ２５番６ 外２７筆



３

２

①着手前

②

：縮小区域
１０

③



変更地域名 小松森林地域

位置（地区） 小松市（花立地区）

事業の概要

水力発電施設用地の造成
・事業区域面積：9.5ha
（うち森林の区域：4.8ha、うち開発行為に係る森林の区域：2.7ha)
・事業主体：北陸電力株式会社
・許可日 ：令和7年4月9日
・事業期間：令和7年10月1日から令和12年12月27日

変更内容（ha） 森林地域の縮小 2.7ha

変更部分の

重複状況等（ha）

他地域との重複 －

細区分の指定状況 －

白地地域の増減 －

変更区分の現況地目 森林 2.7ha

変更を必要とする理由 林地開発許可により、水力発電施設用地を造成

関連する個別規制法の措置（予定） 加賀地域森林計画の変更

その他参考事項
施設用地：水力発電施設
雨 水：排水施設を経て、大日川へ
所 在 地：小松市花立町チ１番１ 外25筆

整理番号４

１１



花立発電所

新丸山発電所（既設）

1km

大日川ダム

大日川

新保町

花立町

丸山町

国道４１６号線

至 福井県

至 小松市内

新丸山発電所取水堰（既設）

位置図

林地開発許可
北陸電力株式会社
小松市花立町
チ１番１－１ 外２５筆

事業区域

１２



大日川

須納谷川

国道416号 花立発電所

擁壁部 切土部

取水堰 盛土造成部

２

３

水圧管路（擁壁）予定地

：縮小区域

花立町

丸山町

至 福井県

至 小松市内 至 大日川ダム

着手前

４

②

１３

現況及び完成イメージ

残置森林

事業区域外

④

現況及び完成イメージ

事業区域外

事業区域外

①

１

③

発電所建設予定地



 

 

 

石川県国土利用計画審議会運営要領の改正について 

 
 

１ 現在の取扱い 

（１）審議会委員の任命後、初回の会議が開催されるまでは会長が選任されていない

ため、石川県企画振興部長が招集している。 

 

（２）令和６年２月に開催を予定していた令和５年度国土利用計画審議会について、

令和６年能登半島地震の影響により、急遽、書面開催とした。 

 

   →国土交通省は、令和４年度に「土地利用基本計画に係る運用指針」を見直

しており、審議会の運営については、事務効率の観点から、土地利用基本計

画の総合調整の機能に支障をきたさない範囲ないで、一定事項に関しては、

書面やオンラインによる開催、審議会の長による専決が可能であることを明

示し、更なる弾力的な運用を周知している。 

 

→「森林地域の縮小案件（白地地域を生じるもの以外）」については、会長

専決ができるよう、令和６年度に運営要領を改正した。 

 

 

２ 改正内容 

（１）審議会委員の任命後、初回の会議の招集に関する条文を追記 

   ・委員の任命後、初回の会議の招集は石川県企画振興部長が行うものとする。 

 

（２）書面による議決に関する条文を追記 

・会長が必要と認める場合には、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、

その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代える

ことができるものとする。 

 

 

３ 施行日 

 令和８年４月１日 

 

資料⑤ 



石川県国土利用計画審議会運営要領の一部改正（案）新旧対照表 

 

改 正 案 現 行 

 
石川県国土利用計画審議会運営要領 

 

１ 一般的事項 
（１）会長は、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を会議の３日前ま

でに委員に通知しなければならない。但し、委員の任命後、初回の会議の招

集は企画振興部長が行うものとする。 
 

（２）～（４） （略） 

 
（５）会長が必要と認める場合には、事案の概要を記載した書面を委員に

送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の

議決に代えることができる。 

 

 

２～６ （略） 

 

 

附則 
 この要領は、昭和４９年１２月４日から施行する。 

 

 （略） 
 

附則 

 この要領の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 
石川県国土利用計画審議会運営要領 

 

１ 一般的事項 
（１）会長は、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を会議の３日前

までに委員に通知しなければならない。 

 
 

（２）～（４） （略） 

 
（新設） 

 

 
 

 

２～６ （略） 
 

 

附則 
 （略） 

 

 



 

 

石川県国土利用計画審議会運営要領 

 

 この要領は、石川県国土利用計画審議会条例に定めるもののほか、審議会の運営に

ついて必要な事項を定めるものとする。 
 

１ 一般的事項 

（１）会長は、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を会議の３日前までに委員

に通知しなければならない。但し、委員の任命後、初回の会議の招集は企画振興

部長が行うものとする。 

（２）会議は公開して行うものとする。但し、議長が特に必要と認めるときは非公開

とすることができる。 

（３） 議長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外のものを会議に出席させ、   

意見を求めることができる。 

（４）会議の議事については、会議録を作成し、議長がこれに署名するものとする。 

（５）会長が必要と認める場合には、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、そ

の意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることが

できる。 
 

２ 議事及び採決に関する事項 

（１）委員は、発言しようとするときは、挙手し、議長の許可を受けた後発言するも

のとする。 

（２）議長は、質疑又は討議の要旨が尽きたと認めるときは、その終結を宣言できる。 

（３）議長は、採決が必要である事項に関し質疑又は討議が終結したと認めるときは、   

議題を宣告して、その採決を行うものとする。 

 

３ 特別委員会に関する事項 

上記１、２の規定は、特別委員会の会議に準用する。この場合１の(１)(５)の「会

長」、１の(２)(３)(４)、２の(１)(２)(３)の「議長」とあるのは、「委員長」と

読み替えるものとする。 

 

４ 議事の特例 

会長は、石川県土地利用基本計画の計画図における森林地域の縮小案件（白地地 

域が生じるもの以外のものに限る）について、審議会が適当と認めたものとして専

決することができる。また、専決後は直近の審議会に報告するものとする。 
 

５ 庶務に関する事項 

    審議会の庶務は、企画振興部企画課において行う。 
 

６ その他の事項 

この要領に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は会長が定める。 
 
 

  附 則 

    この要領は、昭和４９年１２月４日から施行する。 



 

 

  附 則                

    この要領の一部改正は、昭和５４年４月１日から施行する。 

  附 則                                                 

    この要領の一部改正は、昭和６０年４月１日から施行する。 

  附 則                                                  

    この要領の一部改正は、平成１２年４月１日から施行する。  

  附 則                                                

    この要領の一部改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則                                                

    この要領の一部改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則                                                

    この要領の一部改正は、令和６年１２月１０日から施行する。 

 附 則 

  この要領の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 

土地利用基本計画の概要 

 

 

国土利用計画法に「都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定

めるものとする。」と規定されており、土地利用基本計画は、都市地域、農業地域、森林

地域、自然公園地域、自然保全地域の５地域を定めることとされている。 

この５地域には、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律などそれぞれに対応す

る個別規制法があり、開発行為に関する具体的な規制については、これらの個別規制法で

行っている。 

  

これらの個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として、土地利用基本計画が位置

付けられており、個別規制法上の規制区域・地域を変更する場合は、５地域と乖離しない

よう、あらかじめ土地利用基本計画を変更する必要がある。 

変更する場合は、この国土利用計画審議会の意見を聴くこととされている。 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料１ 

※ 地域が重複することや、５地域のいずれにも属さない箇所（白地地域）もある 

土地利用基本計画の５地域 
（個別規制法の区域を総合調整） 

個別規制法の区域・地域 
（開発行為に対する具体の規制） 

都 市 地 域 ＝ 
【都市計画法】 

・都市計画区域 

農 業 地 域 ＝ 
【農業振興地域の整備に関する法律】 

・農業振興地域 

森 林 地 域 ＝ 

【森林法】 

・国有林 

・地域森林計画対象民有林 

自然公園地域 ＝ 

【自然公園法】 

・自然公園 

（国立公園、国定公園、都道府県立自然公園） 

自然保全地域 ＝ 

【自然環境保全法】 

・原生自然環境保全地域 

・自然環境保全地域 

・都道府県自然環境保全地域 

乖離しないよう運用 



　 ※専決後は直近の審議会に報告する

※林地開発許可等があった場合に、直近の審議会に情報提供することとする。

※白地地域とは、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の５地域のいずれにも該当しない地域

＜森林法＞

＜土地利用基本計画＞

（参考）土地利用基本計画(森林地域)の変更と森林法の区域変更の手続きの流れ

土地利用基本計画(森林地域)の変更における取扱い
(平成24年2月8日審議会決定、令和6年12月10日運営要領改正)

地域区分 変更手続きの流れ

森林地域

拡　大

縮　小

参考資料２

諮 問

諮 問

審議会で了承されたものとして

報告または会長専決

資料① 整理番号２～３

資料④ 整理番号１～３

今回は該当なし

林地開発

許可
開発案 土地利用基本計画の

変更

国土利用計画審議会に

諮問・報告

森林審議会
地域森林計画

の変更

国土利用計画審議会に
情報提供（報告）

森林計画の見直しに伴い植林する場合

林地開発により森林を伐採する場合 (例）太陽光パネルの設置

林地開発

完了
森林審議会

今回は該当なし

白地地域が生じるもの

白地地域が生じないもの

諮問：今回は該当なし

報告：資料① 整理番号２～３

資料④ 整理番号１～３

資料④ 整理番号４



 

 

                                               

                                              

石川県国土利用計画審議会条例 

 

                        昭和四十九年十月八日条例 

                        第六十二号 

 

（設置） 

第一条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十八条第一項の規定に基

づく審議会その他の合議制の機関として、石川県国土利用計画審議会(以下「審議会」

という。)を置く。                     (全部改正〔平成一二年条例四号〕) 

 

（組織） 

第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。 

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。                            (一部改正〔昭和五九年条例六号〕) 

 

（委員） 

第三条 委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知

事が任命する。 

２ 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（臨時委員） 

第四条 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、

知事が任命する。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるも

のとする。 

 

（会長） 

第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理す

る。 

 

（会議） 

第六条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなけれ

ば、開くことができない。 
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３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（特別委員会） 

第七条 審議会は、その定めるところにより、特別委員会を置くことができる。 

２ 特別委員会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 

３ 特別委員会に委員長を置き、その特別委員会に属する委員の互選によつてこれを

定める。 

４ 委員長は、特別委員会の事務を掌理する。 

５ 委員長に事故があるときは、特別委員会に属する委員のうちから、委員長があら

かじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、特別委員会の会議について準用する。この場合において、同条第

一項中「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。 

 

（幹事） 

第八条 審議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、県の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐

する。 

 

（雑則） 

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審

議会に諮つて定める。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則(昭和五十九年三月二十七日条例第六号) 

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。 

  附 則(平成十二年三月二十四日条例第四号抄) 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略) 

（石川県国土利用計画地方審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現に石川県国土利用計画地方審議会の委員である者は、そ

の任期が満了するまで、第八条の規定による改正後の石川県国土利用計画審議会

条例の規定による石川県国土利用計画審議会の委員とする。 



 

 

石川県国土利用計画審議会運営要領 

 

 この要領は、石川県国土利用計画審議会条例に定めるもののほか、審議会の運営に

ついて必要な事項を定めるものとする。 
 

１ 一般的事項 

（１）会長は、会議の日時、場所、議題その他必要な事項を会議の３日前までに委員

に通知しなければならない。 

（２）会議は公開して行うものとする。但し、議長が特に必要と認めるときは非公開

とすることができる。 

（３） 議長は、必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外のものを会議に出席させ、   

意見を求めることができる。 

（４）会議の議事については、会議録を作成し、議長がこれに署名するものとする。 
 

２ 議事及び採決に関する事項 

（１）委員は、発言しようとするときは、挙手し、議長の許可を受けた後発言するも

のとする。 

（２）議長は、質疑又は討議の要旨が尽きたと認めるときは、その終結を宣言できる。 

（３）議長は、採決が必要である事項に関し質疑又は討議が終結したと認めるときは、   

議題を宣告して、その採決を行うものとする。 

 

３ 特別委員会に関する事項 

上記１、２の規定は、特別委員会の会議に準用する。この場合１の(１)の「会長」、 

１の(２)(３)(４)、２の(１)(２)(３)の「議長」とあるのは、「委員長」と読み替

えるものとする。 

 

４ 議事の特例 

会長は、石川県土地利用基本計画の計画図における森林地域の縮小案件（白地地 

域が生じるもの以外のものに限る）について、審議会が適当と認めたものとして専

決することができる。また、専決後は直近の審議会に報告するものとする。 
 

５ 庶務に関する事項 

    審議会の庶務は、企画振興部企画課において行う。 
 

６ その他の事項 

この要領に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は会長が定める。 
 

  附 則 

    この要領は、昭和４９年１２月４日から施行する。 

  附 則                

    この要領の一部改正は、昭和５４年４月１日から施行する。 

  附 則                                                 

    この要領の一部改正は、昭和６０年４月１日から施行する。 

 



 

 

  附 則                                                  

    この要領の一部改正は、平成１２年４月１日から施行する。  

  附 則                                                

    この要領の一部改正は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則                                                

    この要領の一部改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則                                                

    この要領の一部改正は、令和６年１２月１０日から施行する。 


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14

